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屋久島環境文化村マスタープランの概要 
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環境キップ制度の導入 

屋久島環境文化村マスタープランより、「環境キップ制度」の概要について記載する。 

「環境キップ制度」は、特定地域を対象にして事前の手続きを経たり、負担を行ったりした

者にのみ当該地域への立ち入りを認めるというしくみである。具体的な方法としては、全国の

利用希望者にハガキ等による応募を求め、許容量を見極めながら一定枠内の希望者に対して「環

境キップ」を発行することにより、利用者数のコントロールと利用時期の平準化を図る方式が

考えられる。 

「環境キップ制度」は、強制的な立ち入り制限を伴うものではなく、基本的には利用者自身

のボランタリーな精神による保全活動へのかかわりを期待し、利用については自己規制にゆだ

ねるものとする。すなわち、自然地の利用に対して心理的な障壁を設けることにより、地域の

価値や保全の必要性を改めて認識させ、「環境キップ」を入手した者には、自覚的な来島や入山

を促すとともに、環境保全への参加意識を高める効果を期待するものである。 

利用調整を図る対象として、来島者全員の場合と奥岳の一部地域の入込者とに分けられるが、

当面屋久島においては、特に奥岳地域についての調整が必要である。 

国有林・国立公園当局、地元等との調整が事業導入の前提条件であり、また、国民等の合意

形成が必要である。シンボル的な事業であり、管理運営は、屋久島環境文化財団が行うことに

ついても検討する必要がある。 

なお、将来的課題であるが、利用ガイド等と連動させるなど利用の質の転換を図る手段とし

ての活用も考慮するとともに、有償化し、収入を環境管理や保全活動のための費用の一部に充

てる方式の導入についても研究する必要がある。 

また、来島者全員を対象とする場合、宿泊施設や場内交通手段と連携し、環境文化村側から

のサービス提供への対価支払いと抱き合わせ、地域の環境管理に対する費用負担を利用者から

求める方式も検討課題である。この場合、宿泊施設等の側にも経営安定化や施設有効活用の効

果がもたらせることから、事業者、所有者から収益の一部を拠出してもらうしくみも考えられ

る。 

（出典）環境文化村マスタープラン:鹿児島県（H4.11）の３環境形成事業の展開（p194より） 

 

 


